
令和３年５月吉日

新緑の候、皆々様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年度の法人会セミナーは、鶴見区を拠点に事業展開されている社会保険労務士内藤恵子氏をお迎え
し、【新型コロナウイルス関連】、【働き方改革関連】を中心とした雇用・労働に関する【補助金・助成金】に
ついて、実例を交えながら、解説いただきます。日々の業務に追われ、申請を躊躇されている経営者や担
当者の方々に、社労士さんなど社外の専門家へ煩雑な手続きを依頼することで、皆様が納付されている
税金や保険料を原資とした公的支援金を、有意義に活用いただきたく、コロナ禍ではありますが、本セミ
ナーを開催させていただきます。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、会場の清掃、除菌、換気、適度な距離間での配席

に取組んだ上、開催いたします。また、ご参加いただける際は、下記取り組みへのご協力をお願いいたし
ます。
・受付にて、検温、手首・指への消毒液のご使用
・マスク着用での受講

コロナ禍でございますので、無理のない範囲でご出席を検討いただきまうようお願い申し上げます。

労働社会保険セミナー申込書
締切 月 日

【法 人 名】 【氏 名】

【住 所】 【ＴＥＬ】

記

１．日 時 令和３年６月２９日（火）
受付：午後５時３０分 開演：午後６時 終演：午後７時３０分

２．会 場 法人会会議室 住所：鶴見区鶴見中央４－３６－１ナイス第２ビル５階

３．講 師 内藤労務管理事務所
社会保険労務士 内 藤 恵 子 氏
神奈川県社会保険労務士会理事 鶴見支部副支部長

<助成金の紹介（例）>
・キャリアアップ助成金（有期社員を正社員に：最高７２万円）
・６５歳超雇用推進助成金（５０歳以上の有期契約社員を無期雇用に：最高１２０万円）
・両立支援助成金（男女の育児休業等支援コース：最高７２万円）

４．定 員 ２０名 （定員になり次第、締切とさせていただきます）

５．申込先 ＦＡＸ:５０３‐２０５１ 鶴見法人会事務局へ送信願います。
お問い合わせは、TEL: ５２１－２５３１もしくはe‐mail：hojinkai@tsurumi.or.jpまで。

働き方改革への
取り組みは万全

ですか？

公益社団法人 鶴見法人会
会 長 大島 正之
事業委員会委員長 岡野 圭佑労働社会保険セミナーのご案内

会員各位



社労士は、「人を大切にする」

働き方改革の専門家です。
<事務所紹介>

内藤労務管理事務所
（併設）労働保険組合 神奈川労務管理協会

〒２３０－００５１ 横浜市鶴見区鶴見中央４－３２－１
UNEXビル４０２号

TEL：０４５－５０１－１５５１（代表）
FAX：０４５－５０１－７５６４

事業主の皆様！

補助金・助成金の申請は、

社会保険労務士に
お任せください。

興味はあるが、
忙しくて自分
で調べるのは
難しい・・・・

申請をしたいが、
どうすれば良いか
わからない！

自社が助成金を申請
できるかわからない！

働き方改革で
何がかわるの？


